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イ (1)の方向性を踏まえた、施設の魅力向上につながる運営やサービスの

より具体的な提案 

ウ (1)の提案によって影響を受ける利用者が代替利用する施設（横浜市

内、神奈川県内）の想定 

 (2) サブプールに関する提案 

ア 改修に関する提案 

老朽化設備の更新のほか、施設の魅力向上につながる具体的な改修提案 

イ アの改修を踏まえた、施設の魅力向上につながる運営やサービスの具体

的な提案 

ウ (1)の提案によって影響を受ける場合、各種大会等が開催可能な改修の

提案 

 (3) メインアリーナ、サブプール以外での提案 

 ア 中期計画に掲げる基本戦略の実現に寄与するための施設の魅力向上に

つながる運営やサービスのより具体的な提案 

例）託児機能付きジム、子どもが遊べるスペース等 

イ アの提案とした理由（優位性の根拠） 

例）収益性・ニーズ、維持管理の観点等 

ウ 横浜国際プールの集客につながる運営やサービスのより具体的な提案 

例）国際プールを利用しない人も気軽に立ち寄れるカフェ等 

エ ウの提案とした理由（優位性の根拠） 

例）収益性・ニーズ、維持管理の観点等 

２ 横浜国際プール

の敷地全体に関

する提案 

(1) 敷地全体（緑地部分含む）を活用した中期計画に掲げる基本戦略の実現

に寄与するための魅力向上につながる運営やサービスの具体的な提案 

例）大型遊具の設置等 

(2) (1)の提案とした理由（優位性の根拠） 

  例）収益性・ニーズ、維持管理の観点等 

(3) その他新たなサービス等の提案 

３ 横浜国際プール

の最寄り駅であ

る北山田駅を含

めた周辺エリア

に関する提案 

 

(1) 周辺エリアの魅力向上につながる運営やサービスの具体的な提案 

 ※１、２での提案による効果を最大限引き出すための、街づくりの観点も

踏まえた、周辺エリアとの連携に関する提案 

 ※子育て世代が多く住む都筑区を中心とした北部エリアにふさわしい大規

模スポーツ施設としての地域振興策 

(2) (1)の提案とした理由（優位性の根拠） 

  例）収益性・ニーズ、維持管理の観点等 

４ 事業スケジュー

ル等 

(1) 設計・改修・工事等に必要なスケジュール 

※１、２、３それぞれの提案にあたる部分を明確にすること。 

(2) 事業費 

※簡単な内訳も記載 

※１、２、３それぞれの提案にあたる部分を明確にすること。 

 (3) 事業手法 

※より行政負担が少ない手法 
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５ その他本市施

策への貢献 

(1) 施設で取り組むサービスとして「第３期横浜市スポーツ推進計画」に掲

げる「スポーツ都市横浜」の実現につながる取組 

(2) その他、本市の施策と連携の可能性  
６ 収支見込 想定される単年度収支見込 

 ※国際プール事業報告書等参照 

７ その他 

 

(1) 施設の優位性や潜在的可能性、事業推進・運営上の課題・問題点など 

(2) 想定改修、管理運営などについてのその他の提案 

 

５ 留意事項（必ずご覧の上、ご参加ください。） 

（１）参加及び対話内容の扱い 

ア 対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。 

イ 対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、

あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではありません。 

（２）対話に関する費用及び説明資料の提出 

対話への参加に要する費用は、参加企業等の負担とします。 

（３）追加対話への協力 

必要に応じて追加対話（文書照会含む）等を行うことがあります。ご協力をお願いします。 

（４）実施結果の公表 

ア 対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。 

イ 公表にあたっては、事前に参加企業等に内容の確認を行います。 

ウ 参加企業等の名称及び企業ノウハウに係る内容は、公表しません。 

（５）参加除外条件 

次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めないこととします。 

 

６ 対話の実施担当・お問合せ先 

（１）所管課   

横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課 

（２）所在 

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所30階 

（３）お問合せ先 

電 話：045（671）3583 

Ｆ Ａ Ｘ：045（664）0669   

Ｅ-mail：nw-sports@city.yokohama.jp 

 

ア 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号の

処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む団体 

イ 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第４号

に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力

団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行

する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると

認められるものをいう。） 

ウ 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に違反している事実
がある者 


